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（5）有害物についての容器の使用など（施行規則第15条）
接着剤などに含有されている有機溶剤は、多量に吸引すると急性中毒を起こしたり、低
濃度であっても長期間にわたってさらされていると体内吸収によるさまざまな健康障害
を起こしたりすることがあります。
委託者は、有機溶剤、有機溶剤を含んだ絵具・接着剤、鉛化合物を含んだ絵具・釉薬を
家内労働者に譲渡、貸与、提供するときは、それらが漏れたり、発散するおそれのない容
器を使用しなければなりません。
また、容器の見やすいところに、有害物の名称や取り扱い上の注意事項を表示しなけれ
ばなりません。

容器などの表示事項の参考例
（労働安全衛生法第57条、労働安全衛生規則第32、33条）
1　名称 5　注意喚起語
2　人体に及ぼす作用 6　安定性及び反応性
3　貯蔵または取り扱い上の注意 7　標章（絵表示）
4　表示をする者の氏名、住所および電話番号

標章（絵表示）の例

引火性／可燃性ガス
引火性エアゾール
引火性液体
可燃性固体
自己反応性化学品
自然発火性液体
自然発火性固体
自己発熱性化学品
水反応可燃性化学品

酸化性ガス
酸化性液体
酸化性固体
有機過酸化物

火薬類
自己反応性化学品
有機過酸化物

金属腐食性物質
皮膚腐食性
眼に対する重篤な損傷性

高圧ガス 急性毒性

急性毒性
皮膚刺激性
眼刺激性
皮膚感作性
特定標的臓器／全身毒性（単回曝露）

水生環境有害性 呼吸器感作性
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性
特定標的臓器／全身毒性（単回曝露）
特定標的臓器／全身毒性（反復曝露）
吸引性呼吸器有害性
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２ 家内労働者が講ずべき危害防止措置
家内労働者は、委託者から譲渡、貸与、提供を受けたもの以外の機械・器具を使用すると
きには、安全装置の取り付け、構造規格適合の確認、防護措置などについて、委託者が講ず
べき措置に準ずる措置を講じるように努めなければなりません。（施行規則第17条）（8～
10ページ1（1）～（3）参照）
加えて、家内労働者または補助者は、次のような措置を講じなければなりません。

（1）設備などの設置（施行規則第18条）
有機溶剤や粉じんによる健康障害を防ぐには、原因となる危険源をなくしたり、危険源
にさらされないようにすることが重要です。
そのため、家内労働者は表3の業務に従事する場合には、密閉設備、局所排気装置、湿
潤化装置などを設けるように努めなければなりません。

表3　設備などを設置しなければならない業務
業務 設備または装置

有機溶剤（※）などを取り扱う業務 蒸気発散源の密閉設備、局所排気装置、全体
換気装置または排気筒

有機溶剤（※）などを吹き付ける業務 局所排気装置

鉛などを取り扱う業務 局所排気装置、全体換気装置または排気筒

研ま材を用いて動力により、岩石、鉱物、金
属を研ま、ばり取り、裁断する場所における
業務

局所排気装置または粉じん発散源の湿潤化装
置

※有機溶剤には以下のものがあります
第１種有機溶剤： 1,2-ジクロルエチレン（別名二塩化アセチレン）・二硫化炭素
第２種有機溶剤： アセトン・イソブチルアルコール・イソプロピルアルコール・イソペンチルアルコー

ル（別名イソアミルアルコール）・エチルエーテル・エチレングリコールモノエチルエー
テル（別名セロソルブ）・エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート（別名セ
ロソルブアセテート）・エチレングリコールモノ‒ノルマル‒ブチルエーテル（別名ブチ
ルセロソルブ）・エチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルセロソルブ）・
オルト‒ジクロルベンゼン・キシレン・クレゾール・クロルベンゼン・酢酸イソブチル・
酢酸イソプロピル・酢酸イソペンチル（別名酢酸イソアミル）・酢酸エチル・酢酸ノル
マル‒ブチル・酢酸ノルマル‒プロピル・酢酸ノルマル‒ペンチル（別名酢酸ノルマル
‒アミル）・酢酸メチル・シクロヘキサノール・シクロヘキサノン・N,N-ジメチルホル
ムアミド・テトラヒドロフラン・1,1,1-トリクロルエタン・トルエン・ノルマルヘキサン・
1-ブタノール・2-ブタノール・メタノール・メチルエチルケトン・メチルシクロヘキ
サノール・メチルシクロヘキサノン・メチル-ノルマル-ブチルケトン

第３種有機溶剤： ガソリン・コールタールナフサ（ソルベントナフサを含む。）・石油エーテル・石油ナフサ・
石油ベンジン・テレビン油・ミネラルスピリツト（ミネラルシンナー、ペトロリウム
スピリツト、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。）

特別有機溶剤等： エチルベンゼン（塗装業務）・1,2-ジクロロプロパン（洗浄・払拭業務）・クロロホルム・
四塩化炭素・1,4-ジオキサン・1,2-ジクロロエタン・ジクロロメタン・スチレン・1,1,2,2-
テトラクロロエタン・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・メチルイソブチ
ルケトン

業務 設備または装置

有機溶剤等（※）を取り扱う業務 蒸気発散源の密閉設備、局所排気装置、全体
換気装置または排気筒

有機溶剤等（※）を吹き付ける業務 局所排気装置

鉛などを取り扱う業務 局所排気装置、全体換気装置または排気筒

研ま材を用いて動力により、岩石、鉱物、金
属を研ま、ばり取り、または金属を裁断する
場所における業務

局所排気装置または粉じん発散源の湿潤化装
置

※有機溶剤等には以下のものがあります
第１種有機溶剤：1,2- ジクロルエチレン（別名二塩化アセチレン）・二硫化炭素
第２種有機溶剤：  アセトン・イソブチルアルコール・イソプロピルアルコール・イソペンチルアルコー

ル（別名イソアミルアルコール）・エチルエーテル・エチレングリコールモノエチルエー
テル（別名セロソルブ）・エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート（別名セ
ロソルブアセテート）・エチレングリコールモノ－ノルマル－ブチルエーテル（別名ブ
チルセロソルブ）・エチレングリコールモノメチルエーテル（別名メチルセロソルブ）・
オルト -ジクロルベンゼン・キシレン・クレゾール・クロルベンゼン・酢酸イソブチル・
酢酸イソプロピル・酢酸イソペンチル（別名酢酸イソアミル）・酢酸エチル・酢酸ノル
マル -ブチル・酢酸ノルマル -プロピル・酢酸ノルマル -ペンチル（別名酢酸ノルマ
ル -アミル）・酢酸メチル・シクロヘキサノール・シクロヘキサノン・N,N- ジメチル
ホルムアミド・テトラヒドロフラン・1,1,1- トリクロルエタン・トルエン・ノルマルヘ
キサン・1- ブタノール・2- ブタノール・メタノール・メチルエチルケトン・メチルシ
クロヘキサノール・メチルシクロヘキサノン・メチル -ノルマル -ブチルケトン

第３種有機溶剤： ガソリン・コールタールナフサ（ソルベントナフサを含む。）・石油エーテル・石油ナフサ・
石油ベンジン・テレビン油・ミネラルスピリツト（ミネラルシンナー、ペトロリウム
スピリツト、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。）

特別有機溶剤等： エチルベンゼン・クロロホルム・四塩化炭素・1,4-- ジオキサン・1,2- ジクロロエタン（別
名二塩化エチレン）・1,2- ジクロロプロパン・ジクロロメタン・スチレン・1,1,2,2- テト
ラクロロエタン（別名四塩化アセチレン）・テトラクロロエチレン（別名パークロルエ
チレン）・トリクロロエチレン・メチルイソブチルケトン


